
 

 

柏 崎 市 循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 「 環 境 と 調 和 の と れ た 食 料 シ ス テ ム の 確 立 の た

め の 環 境 負 荷 低 減 事 業 活 動 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第

３ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 」 第 １ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

農 業 経 営 体 が 「 新 潟 県 環 境 負 荷 低 減 事 業 活 動 の 促 進 に 関 す る 基 本 的

な 計 画 （ 以 下 「 基 本 計 画 」 と い う 。 ） 」 第 一 に 掲 げ る 特 別 栽 培 農 産

物 等 生 産 面 積 を 維 持 又 は 拡 大 す る た め に 、 活 用 す る 有 機 資 材 の 経 費

を 予 算 の 範 囲 内 で 支 援 す る こ と に よ り 、 循 環 型 農 業 を 推 進 す る こ と

を 目 的 と す る 。  

（ 交 付 手 続 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則

（ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も

の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  有 機 資 材  肥 料 や 土 壌 改 良 を 目 的 と し て 用 い ら れ る １ ０ ０ ％

有 機 物 由 来 の 資 材 を い う 。  

⑵  循 環 型 農 業  「 新 潟 県 持 続 性 の 高 い 農 業 生 産 方 式 の 導 入 に 関 す

る 指 針 」 で 定 め る 持 続 性 の 高 い 農 業 生 産 方 式 を 基 本 と し 、 農 業 の

持 つ 物 質 循 環 機 能 を い か し 、 生 産 性 と の 調 和 な ど に 留 意 し つ つ 、

土 づ く り 等 を 通 じ て 化 学 肥 料 、 農 薬 の 使 用 等 に よ る 環 境 負 荷 の 軽

減 に 配 慮 し た 持 続 的 な 農 業 を い う 。  

 （ 補 助 対 象 者 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 者 は 、 市 内 に 住 所 を 有 し 、 循 環 型 農 業 に 取

り 組 む 農 業 経 営 体 と す る 。  

（ 採 択 条 件 ）  

第 ５ 条  採 択 条 件 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。  

⑴  有 機 Ｊ Ａ Ｓ 認 証 を 受 け て い る こ と 。  

⑵  新 潟 県 特 別 栽 培 農 産 物 認 証 を 受 け て い る こ と 。  

⑶  国 の 「 特 別 栽 培 農 産 物 に 係 る 表 示 ガ イ ド ラ イ ン 」 に 基 づ く 特 別



 

 

栽 培 農 産 物 を 生 産 す る 認 証 を 受 け て い る こ と 。  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ６ 条  補 助 対 象 と な る 経 費 は 、 前 条 各 号 に 該 当 す る 生 産 面 積 の 合 計

に 係 る 有 機 資 機 材 の 経 費 と す る 。  

 （ 補 助 金 の 額 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 額 は 、 別 表 に 定 め る と お り と す る 。  

（ 交 付 申 請 及 び 実 績 報 告 ）  

第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）

は 、 申 請 日 が 属 す る 年 度 の １ １ 月 末 日 ま で に 循 環 型 農 業 推 進 事 業 補

助 金 交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に 、 第 ５ 条 の 各 号

に 規 定 す る 認 証 の 写 し 及 び そ の 対 象 生 産 面 積 を 証 す る 書 類 の ほ か

市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 を 添 付 し 、 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 速 や か に 書

類 の 審 査 を 行 い 、 交 付 す る 場 合 に あ っ て 循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金

交 付 決 定 通 知 書 兼 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、 交 付 し な

い 場 合 に あ っ て は 循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 別

記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 交 付 を 受 け た と き 。  

⑵  こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

⑶  そ の 他 市 長 が 適 当 で な い と 認 め た と き 。  

 （ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 交 付 の 決 定 を 全 部 又 は 一

部 取 り 消 し た と き は 、 循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金 交 付 決 定 取 消 ・ 返

還 通 知 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る と と も に 、 既 に 補 助 金

が 交 付 さ れ て い る 場 合 に は 、 期 日 を 定 め て そ の 返 還 を 命 ず る も の と

す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定



 

 

め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 な お そ

の 効 力 を 有 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 柏 崎 市 循 環 型 農 業 推 進

事 業 補 助 金 交 付 要 綱 は 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

  



 

 

別 表 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

循 環 型 農 業 認 証 の

種 類  

今 年 度 生 産 面

積 １ ０ ア ー ル

当 た り の 交 付

単 価  

前 年 度 か ら 増 加

し た 分 の 生 産 面

積 １ ０ ア ー ル 当

た り の 交 付 単 価

の 加 算 額  

１ ０ ア ー ル 当

た り の 交 付 単

価 の 上 限 額  

（ １ ） 有 機 Ｊ Ａ

Ｓ 認 証  

１ ， ７ ０ ０ 円  ２ ， ５ ０ ０ 円  ４ ， ２ ０ ０ 円  

（ ２ ） 新 潟 県 特

別 栽 培 農 産 物 認

証 及 び 国 の 「 特

別 栽 培 農 産 物 に

係 る 表 示 ガ イ ド

ラ イ ン 」 に 基 づ

く 特 別 栽 培 農 産

物 を 生 産 す る 認

証  

１ ， ７ ０ ０ 円  ２ ， ０ ０ ０ 円  ３ ， ７ ０ ０ 円  

※ １ ０ ア ー ル 未 満 の 端 数 は 切 り 捨 て  



 

 

別 記  

第 １ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

 

循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書  

年  月  日  

柏 崎 市 長      様  

 

    （ 申 請 者 ）  住  所  

名  称  

                 代 表 者             

                 （ 電 話 ）             

 

循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 、 関 係 書 類 を

添 え て 下 記 の と お り 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し 、 実 績 を 報 告 し ま す 。  

 

記  

 

１  補 助 金 交 付 申 請 額           円 （ ⑵ で 算 出 さ れ る 金 額 ）  

 ⑴ 補 助 対 象 経 費 の 内 訳  

循 環 型 農 業 認 証 の 種 類  
① 前 年 度 認

証 生 産 面 積  

② 今 年 度 認

証 生 産 面 積  

③ 増 加 生 産 面

積 （ ② － ① ）  

□ 有 機 Ｊ Ａ Ｓ 認 証  

ａ  ａ  
ａ  

○Ｂ  

□ 新 潟 県 特 別 栽 培 農 産 物 認 証  
ａ  ａ  ａ  

□ 国 の 「 特 別 栽 培 農 産 物 に 係

る 表 示 ガ イ ド ラ イ ン 」 に 基

づ く 特 別 栽 培 農 産 物 を 生 産

す る 認 証  

【 認 証 制 度 名     】  

ａ  ａ  ａ  

 合 計 生 産 面 積  ａ  
ａ  

○Ａ  
ａ  

 

（ う ち 、新 潟 県 特 別 栽 培 農 産

物 認 証 及 び 国 の「 特 別 栽 培 農

産 物 に 係 る 表 示 ガ イ ド ラ イ

ン 」に 基 づ く 特 別 栽 培 農 産 物

を 生 産 す る 認 証 の 合 計 ）  

ａ  ａ  
ａ  

○Ｃ  

※ 認 証 の 種 類 は 、 □ に チ ェ ッ ク し て く だ さ い 。  

 ※ 各 認 証 の 生 産 面 積 は 、 1 0 ａ 未 満 は 切 り 捨 て た 数 値 で 記 入 し て く だ さ い 。  



 

 

⑵ 交 付 申 請 額 の 算 出 （ ⑴ の 表 の ○Ａ ○Ｂ ○Ｃ の 面 積 を 記 入 ）  

○Ａ  ａ  ×1 , 7 0 0円 / 1 0 a＝  円  

○Ｂ  ａ  ×2 , 5 0 0円 / 1 0 a＝  円  

○Ｃ  ａ  ×2 , 0 0 0 円 / 1 0 a＝  円  

合 計 金 額 （ 交 付 申 請 額 ）  円  

 

２  振 込 先   

金 融 機 関 名   口 座 種 別  

普 通 ・ 当 座  
支 店 名   

フ リ ガ ナ   

 

口 座 名 義 人  

 

 

口 座 番 号  

 

 

３  添 付 書 類  

⑴  循 環 型 農 業 認 証 書 の 写 し （ １ ⑴ で 選 択 し た 認 証 制 度 の も の 全 て ） 

⑵  循 環 型 農 業 の 対 象 圃 場 及 び そ の 生 産 面 積 一 覧 表  

⑶  市 税 に 滞 納 が な い 旨 の 証 明 書  

⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

  



 

 

第 ２ 号 様 式 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 

循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金 決 定 通 知 書 兼 確 定 通 知 書  

 

第      号  

年   月   日  

 

（ 申 請 者 ）  

          様  

 

 

  柏 崎 市 長       印  

 

  年   月   日 付 け で 交 付 申 請 兼 実 績 報 告 の あ っ た 循 環 型 農 業 推

進 事 業 補 助 金 に つ い て 、 下 記 の と お り 交 付 す る こ と を 決 定 し 、 補 助 金

の 額 を 確 定 し た の で 、 通 知 し ま す 。  

 

 

記  

 

 

１  交 付 決 定 額 及 び 確 定 額  

  

金             円  

 

 

２  交 付 条 件  

 ⑴  補 助 金 に 関 す る 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 は 、 補 助 金 の 交 付 か ら 起 算 し

て ５ 年 間 整 備 保 存 す る こ と 。  

⑵  循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定 を 遵 守 す る こ と 。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 ３ 号 様 式 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 

循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書  

 

第      号  

年   月   日  

（ 申 請 者 ）  

          様  

 

   

柏 崎 市 長        印  

 

  年   月   日 付 け で 交 付 申 請 兼 実 績 報 告 の あ っ た 循 環 型 農 業 推

進 事 業 補 助 金 に つ い て 、 下 記 の 理 由 に よ り 交 付 し な い こ と に 決 定 し た

の で 、 通 知 し ま す 。  

 

記  

 

（ 理 由 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 ４ 号 様 式 （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

 

循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金 交 付 決 定 取 消 ・ 返 還 通 知 書  

 

第      号  

年   月   日  

（ 申 請 者 ）  

          様  

 

   

柏 崎 市 長        印  

 

  年   月   日 付 け で 交 付 申 請 兼 実 績 報 告 の あ っ た 循 環 型 農 業 推

進 事 業 補 助 金 に つ い て 、 下 記 の 理 由 に よ り 交 付 決 定 を 全 部 （ 一 部 ） 取

り 消 す こ と と し ま し た の で 、 柏 崎 市 循 環 型 農 業 推 進 事 業 補 助 金 交 付 要

綱 第 １ １ 条 の 規 定 に 基 づ き 通 知 し ま す 。  

 

記  

 

１  取 消 理 由  

２  返 還 期 限  

３  返 還 方 法  

 

 

＜ 施 行 注 意 ＞  

交 付 決 定 の 一 部 取 消 し を 行 う 場 合 に は 、本 文 中 の「 全 部 」を「 一 部 」

に 置 き 換 え る も の と す る 。  

 

 

 


